
 

排水設備設置義務の免除に関する要綱 

                                 

（目的） 

第１条 この要綱は、蒲郡市下水道条例施行規程（平成３１年蒲郡市下水道事業管

理規程第１４号。以下「規程」という。）第９条の規定に基づく排水設備の設置義

務を免除する場合の取扱いに関して必要な事項を定める。 

（免除の要件） 

第２条 免除の対象となる下水は、次の各号に掲げる要件に全て該当する場合に限

るものとする。 

⑴ 排除する下水が、間接冷却水、プール水その他これらに類しており、公共用

水域に下水を放流することについて支障がないと認められること。 

⑵ 下水を公共下水道以外の公共用水域に排除する設備は、排水設備と完全に分

離した排水系統とし、かつ、当該排水系統が容易に確認できること。 

⑶ 排除する下水の水質が、下水道法施行令（昭和３４年政令第１４７号）第６

条の基準に適合すること。 

⑷ 公共用水域へ放流される下水の量及び公共下水道への排出量が、正確に確認

できる装置が設置されていること。 

（免除の申請） 

第３条 許可を受けようとする者は、排水設備設置義務免除申請書（規程第３号様

式）に排除施設に関する図面、付近見取図及び申請日の前３０日以内に実施した

水質試験表を添付して蒲郡市長（以下「市長」という。）に申請するものとする。 

２ 許可を受けた者が、免除に関する届出事項を変更しようとするときは、排水設

備設置義務免除変更申請書（第１号様式）に、前項と同様の図書を添付して申請

するものとする。 

３ 免除する期間の満了後、引き続き許可を受けようとする者は、免除期間の満了

の日の３０日前までに、排水設備設置義務免除期間更新申請書（第２号様式）に、

前２項と同様の図書及び前回交付を受けた排水設備設置義務免除許可書（規程第

４号様式。以下「許可書」という。）の写しを添付して申請するものとする。 

（免除の期間） 

第４条 前条により免除する期間は、免除の許可を受けた日から３年以内とする。 

（免除の通知） 



 

第５条 第３条の申請があった場合、市長はこれを審査し、規程第９条に規定する

免除の要件に適合すると認めるときは許可書により、又不適合の場合は排水設備

設置義務免除申請結果通知書（第３号様式）により申請者に通知するものとする。 

２ これらに係る標準処理期間は、申請書が提出されてから３０日以内とする。 

 （条件の付加） 

第６条 市長は免除を決定する際、次に掲げる条件を付すことができる。 

 ⑴ 免除下水の管理及び水質維持のために必要な条件を付し、又は免除に付した

条件を変更することができる。 

 ⑵ 許可を受けた者は、放流設備、測定装置に伴う設置及び維持管理等並びに公

共下水道へ切り替える必要が生じた場合の当該工事などに要する一切の費用を

負担すること。 

（水量の計測及び報告） 

第７条 許可を受けた者は、免除の対象となる下水（以下「免除下水」という。）の

水量及び下水道使用水量が計測できる装置を設置し、各々の水量を継続して記録

し、市長が必要と認めるときは報告するものとする。 

（水質試験の実施及び報告） 

第８条 許可を受けた者は、免除下水の水質試験を次に掲げるところにより、下水

道法施行規則（昭和４２年建設省令第３７号）第１５条に準じ、１年に１回実施

するものとする。ただし、市長は、必要に応じて水質試験の回数及び項目を増減

させることができるものとする。 

⑴ 水質試験に供する試料の採取箇所は、当該免除下水の排水口とする。 

⑵ 水質試験の実施項目は、特別の事由があると認める場合を除き、下水道法施

行令第６条第１項に規定する各項目とする。 

２ 許可を受けた者は、当該水質試験を実施した日から、２０日以内にその結果を

書面により管理者に報告するものとし、当該水質試験記録は５年間保存するもの

とする。 

（立入検査等） 

第９条 市長は、申請時及び必要と認めるときは、排除施設及び免除下水の水質等

について、立入検査をするものとする。 

（各種届出事項） 

第１０条 許可を受けた者は、次に掲げるところにより、市長に届け出るものとす



 

る。 

⑴ 免除期間内に排除施設の使用を休止又は廃止しようとするときは排除施設使

用休止（廃止）届出書（第４号様式）により、再使用しようとするときは排除

施設再使用届出書（第５号様式）により、その旨を市長に届け出るものとする。

この場合、排除施設再使用届出書については、前回交付した通知書の写しを添

付すること。 

⑵ 住所、氏名又は名称を変更したときは、３０日以内に氏名等変更届出書（第

６号様式）により、その旨を市長に届け出るものとする。 

⑶ 相続又は合併等により地位を承継したときは、３０日以内に承継届出書（第

７号様式）により、その旨を市長に届け出るものとする。 

（監督処分） 

第１１条 市長は、許可を受け、又は許可を受けようとする者が次の各号の一に該

当すると認めるときは、下水道法（昭和３３年法律第７９号）第３８条の規定に

基づき必要な措置を命ずることができるものとする。 

⑴ 虚偽の申請又は届出（報告を含む。）をしたとき。 

⑵ 水質の測定及び報告の義務を怠ったとき。 

⑶ 排除施設の構造を無断で変更したとき。 

⑷ 第２条の要件を満たさなくなったとき。 

⑸ その他この要綱に違反したとき。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要綱の施行の日の前日までに、廃止前の排水設備設置義務の免除に関する

要綱（平成７年２月８日）の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、そ

れぞれこの要綱の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。 

附 則 

 この要綱は、令和２年１２月２８日から施行する。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、令和７年１２月１７日から施行する。 



 

（経過措置） 

２ この要綱の施行の際、改正前の排水設備設置義務の免除に関する要綱の規定に

よる諸様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用するこ

とができる。 


